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■個人情報の取扱について

自動更新用／
総合医療保険（無解約返戻金型）18・
総合医療保険等の終身移行用　共通

ご契約のしおり・約款
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ご契約のしおり

個人情報の取扱について（契約者・被保険者の皆さまへ）
お客さまの個人情報の利用目的について
当社は、本契約に関するお客さまの個人情報を次の目
的のために必要な範囲で取得・利用します。
なお、本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必
要な範囲内で、業務委託先（保険代理店・契約確認会
社・嘱託医を含む）に提供することがあります。
①各種保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、保険
金・給付金等のお支払い
②当社、その関連会社・提携会社の各種商品やサービ
スのご案内・提供・維持管理
③当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービ
スの充実
④その他保険に関連・付随する業務

再保険について
当社は、本契約に関するお客さまの個人情報を、再保険
の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請
求等のために、再保険会社等に提供することがあります。
再保険会社が外国に存在する場合の個人情報保護制度
に関する情報につきましては、当社ホームページ（www.
sonylife.co.jp/policy/information/#crossborder）
をご確認ください。

機微（センシティブ）情報の取扱について
保健医療等の機微（センシティブ）情報については、保
険業法施行規則により、利用目的が限定されています。
当社は、事業の適切な業務運営を確保するために、お客
さまの同意に基づき業務遂行上必要な範囲で、お客さ
まの健康状態・身体の障がい状態、過去の傷病歴等の
機微（センシティブ）情報を取得・利用します。また、保険
契約のお引き受け、復活、内容変更および保険金・給付
金のお支払い等の審査に際して、その可否あるいは付
帯条件について、その理由を含めて、必要最小限の範囲
でお客さまの機微（センシティブ）情報を契約者・受取人
および生命保険募集人（保険募集代理店を含む）にお
知らせすることがあります。

嘱託医とは、生命
保険会社と委任契
約を結んでいる医
師（主に開業医）の
こと。

個人情報の
取扱に関す

る詳細は、当社プラ
イバシーポリシー
（www.sonylife.
co.jp/policy/）を
ご覧ください。

グループ会社における共同利用について
当社は、次の目的のために、個人データの共同利用を行
います。
①グループ会社が提供する各種金融商品やサービスの
企画･開発のため
②グループ会社の企業情報、各種金融商品やサービス
その他の関連情報についてのご提案、ご案内、ご提供 
またはそれらへのご意見やお問い合わせへの対応の
ため
③その他、上記①②に付随する業務およびグループ会
社の業務運営を円滑に履行するため

「グループ会社」の範囲については、ソニーフィナンシャル
グループ株式会社ならびにその連結対象会社および持分
法適用会社のうち、個人情報保護法第23条第5項第3号
に基づく対外告知を実施済みの会社を対象とします。

共同して利用する個人データの項目
(1)属性に関する情報（例として、住所、氏名、生年月日、性
別、勤務先、役職、電話番号や電子メールアドレス等の
連絡先、 個人識別符号等の個人を識別・特定すること
が可能な情報、およびご家族に関する情報等）

(2)財務に関する情報（例として、収入・支出、資産・負債の
状況等）

(3)お取引に関する情報（例として、商品･サービスの種類、
取引金額、契約日等の申込に係る情報、保険事故等に
おける請求に係る情報、取引ニーズ、証券番号、取引店
番号・口座番号等の各種管理番号、取引履歴・記録・経
緯、お取引の可否の判断に関する情報等）

(4)グループ会社が提供するアプリやWebサイト、その他
書面等を通じて取得される情報（例として、アプリ等の
利用状況、閲覧履歴、位置情報、アンケート等の回答
データ等）

また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内
容を他に公開いたしません。
当社の保険契約等に関する登録事項については、当社
が管理責任を負います。契約者または被保険者は、当
社の定める手続に従い、登録事項の開示を求め、その内
容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ること
ができます。また、次のア）～オ）に記載の事由を理由と
する場合、当社の定める手続に従い、利用停止または消
去を求めることができます。前記各手続の詳細につい
ては、当社カスタマーセンター（0120-158-821）にお
問い合わせください。

登録事項
2024年3月31日以前の登録事項
（1）保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別

および住所（市・区・郡までとします）
（2）死亡保険金額および災害死亡保険金額
（3）入院給付金の種類および日額
（4）契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
（5）取扱会社名
2024年4月1日以降の登録事項
（1）保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別

および住所（市・区・郡までとします）
（2）普通死亡保険金（家族年金等も含む）の金額
（3）入院給付金の種類および入院給付金の日額または入

院給付金の一時金額
（4）災害死亡保険金の金額
（5）がん給付金（特定疾病保険金等も含む）の一時金額
（6）就業不能保障給付金の月額
（7）先進医療保障給付の件数
（8）契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
（9）取扱会社名
※2024年4月1日以降に復活、増額または特約の中途付
加、内容変更のお申し込みがあった場合、お申し込みの
対象となる証券番号に紐づくすべての主契約・特約の
うち、上記（2）～（7）に該当する主契約・特約が登録対
象となります。
▶その他、正確な情報の把握のため、契約および申込の
状態に関して相互に照会することがあります。

ア）当社があらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達
成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってい
る場合

イ）当社が不適正な個人情報の利用・取得をしている
場合

ウ）本人が識別される保有個人データを当社が利用す
る必要がなくなった場合

エ）当社が取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損そ
の他の個人データの安全の確保に係る事態であっ
て個人の権利利益を害するおそれが大きい場合

オ）本人が識別される保有個人データの取扱により、本
人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある
場合

「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」
「支払査定時照会制度」に基づく、
他の生命保険会社等との保険契約等に関する
情報の共同利用について
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および
入院給付金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、
「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」および「支
払査定時照会制度」に基づき、次のとおり、当社の保険
契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用
しております。

■契約内容登録制度・契約内容照会制度
あなたのご契約内容が登録されることがあります。
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生
命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共
済農業協同組合連合会（以下「各生命保険会社等」と
いいます）とともに、保険契約もしくは共済契約または
特約付加（以下「保険契約等」といいます）のお引き受
けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等
（以下「保険金等」といいます）のお支払いの判断の参
考とすることを目的として、「契約内容登録制度」（全国
共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会
制度」といいます）に基づき、当社の保険契約等に関す
る次の登録事項を共同して利用しております。
保険契約等のお申し込みがあった場合、当社は、一般
社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する次の
登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険
契約等をお引き受けできなかったときは、その登録事
項は消去されます。
一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ
被保険者について保険契約等のお申し込みがあった
場合または保険金等のご請求があった場合、一般社団
法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、
各生命保険会社等において、保険契約等のお引き受け
またはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさ
せていただくために利用されることがあります。
なお、登録の期間ならびにお引き受けおよびお支払い
の判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、
増額日または特約の中途付加日（以下「契約日等」とい
います）から5年間（被保険者が15歳未満の保険契約
等については、「契約日等から5年間」と「契約日等から
被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか
長い期間）とします。
各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、
保険契約等のお引き受けおよびこれらの保険金等の
お支払いの判断の参考とする以外に用いることはあり
ません。

「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している
各生命保険会社名については、一般社団法人生命保険協
会ホームページ（www.seiho.or.jp/）の「加盟会社」をご
参照ください。

「契約内容登録制度・契約内容照会制度」の最新の内容に
ついては、当社ホームページ（www.sonylife.co.jp/policy/
information/registration/）をご確認ください。

次頁に続く

次頁に続く

支払査定時照会制度については
次頁をご確認ください。
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ご契約のしおり
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グループ会社における共同利用について
当社は、次の目的のために、個人データの共同利用を行
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容を他に公開いたしません。
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が管理責任を負います。契約者または被保険者は、当
社の定める手続に従い、登録事項の開示を求め、その内
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および住所（市・区・郡までとします）
（2）普通死亡保険金（家族年金等も含む）の金額
（3）入院給付金の種類および入院給付金の日額または入
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※2024年4月1日以降に復活、増額または特約の中途付
加、内容変更のお申し込みがあった場合、お申し込みの
対象となる証券番号に紐づくすべての主契約・特約の
うち、上記（2）～（7）に該当する主契約・特約が登録対
象となります。
▶その他、正確な情報の把握のため、契約および申込の
状態に関して相互に照会することがあります。

ア）当社があらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達
成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってい
る場合

イ）当社が不適正な個人情報の利用・取得をしている
場合

ウ）本人が識別される保有個人データを当社が利用す
る必要がなくなった場合

エ）当社が取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損そ
の他の個人データの安全の確保に係る事態であっ
て個人の権利利益を害するおそれが大きい場合

オ）本人が識別される保有個人データの取扱により、本
人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある
場合

「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」
「支払査定時照会制度」に基づく、
他の生命保険会社等との保険契約等に関する
情報の共同利用について
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および
入院給付金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、
「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」および「支
払査定時照会制度」に基づき、次のとおり、当社の保険
契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用
しております。

■契約内容登録制度・契約内容照会制度
あなたのご契約内容が登録されることがあります。
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生
命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共
済農業協同組合連合会（以下「各生命保険会社等」と
いいます）とともに、保険契約もしくは共済契約または
特約付加（以下「保険契約等」といいます）のお引き受
けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等
（以下「保険金等」といいます）のお支払いの判断の参
考とすることを目的として、「契約内容登録制度」（全国
共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会
制度」といいます）に基づき、当社の保険契約等に関す
る次の登録事項を共同して利用しております。
保険契約等のお申し込みがあった場合、当社は、一般
社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する次の
登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険
契約等をお引き受けできなかったときは、その登録事
項は消去されます。
一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ
被保険者について保険契約等のお申し込みがあった
場合または保険金等のご請求があった場合、一般社団
法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、
各生命保険会社等において、保険契約等のお引き受け
またはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさ
せていただくために利用されることがあります。
なお、登録の期間ならびにお引き受けおよびお支払い
の判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、
増額日または特約の中途付加日（以下「契約日等」とい
います）から5年間（被保険者が15歳未満の保険契約
等については、「契約日等から5年間」と「契約日等から
被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか
長い期間）とします。
各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、
保険契約等のお引き受けおよびこれらの保険金等の
お支払いの判断の参考とする以外に用いることはあり
ません。

「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している
各生命保険会社名については、一般社団法人生命保険協
会ホームページ（www.seiho.or.jp/）の「加盟会社」をご
参照ください。

「契約内容登録制度・契約内容照会制度」の最新の内容に
ついては、当社ホームページ（www.sonylife.co.jp/policy/
information/registration/）をご確認ください。

次頁に続く

次頁に続く

支払査定時照会制度については
次頁をご確認ください。



ご契約のしおり
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平準定期保険
平準定期保険（喫煙リスク区分型） 
無解約返戻金型平準定期保険
無解約返戻金型平準定期保険（障害介護型）
生前給付保険（定期型）20
生前給付保険（定期型）98
生前給付定期保険（生活保障型）20
生前給付定期保険（生活保障型）
総合医療保険（無解約返戻金型）18
総合医療保険
がん保険

主契約 特　約

　この「ご契約のしおり・約款」には、自動更新について説明している「ご契約のし
おり」および新たに適用される「約款」を掲載しています。ご一読いただき、内容を
十分にご確認くださいますようお願い申しあげます。
　なお、この「ご契約のしおり・約款」には、ソニー生命が取り扱っている自動更新
が可能な保険種類を掲載しています。当社から事前に郵送させていただきました
「更新前後の保障内容について」に記載している更新後の保険種類をご確認くだ
さいますようお願い申しあげます。

上記の他、主契約に以下の特約（特則）を付加していた場合、以下の特約（特則）条項について
も新しい条項が適用されますので、ご確認ください。
自動更新されるお客さまに適用される特約（特則）
リビング・ニーズ特約（04）、５年ごと利差配当付年金支払特約、保険契約者代理請求人制度に
関する特則、指定代理請求人制度に関する特則、後継年金受取人制度に関する特則、特別条
件付保険特約（11）、団体扱特約、特別団体扱特約、集団扱特約、特別集団扱特約、保険料口
座振替特約、保険料クレジットカード払特約

平準定期保険特約
平準定期保険特約（喫煙リスク区分型）
無解約返戻金型平準定期保険特約
生前給付定期保険特約
災害死亡給付特約
傷害特約
入院総合保障特約（87）
家族入院総合保障特約（87）
成人病総合保障特約（95）
がん特約
保険料払込免除特約（20）
保険料払込免除特約
入院一時給付金特約
三疾病入院給付特約
女性特定手術給付特約
特定疾病診断給付金特約（20）
特定疾病診断給付金特約
先進医療特約
抗がん剤治療特約
入院初期給付特約
成人医療特約
女性医療特約
退院給付金特約
通院医療特約
入院時手術給付特約
介護医療特約

自動更新用
ご契約のしおり・約款
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支払査定時照会制度
保険金、年金または給付金（以下「保険金等」といいま
す）のご請求に際し、あなたのご契約内容等を照会さ
せていただくことがあります。
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生
命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協
同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会
および日本コープ共済生活協同組合連合会（以下「各
生命保険会社等」といいます）とともに、お支払いの判
断または保険契約もしくは共済契約等（以下「保険契
約等」といいます）の解除・取消もしくは無効の判断（以
下「お支払い等の判断」といいます）の参考とすること
を目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社
を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関
する次の相互照会事項記載の情報を共同して利用し
ております。
保険金等のご請求があった場合や、これらに係る保険
事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照
会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部に
ついて、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各
生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社
等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等
からの照会に対し、情報を提供すること（以下「相互照
会」といいます）があります。相互照会される情報は次
のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報
が相互照会されることはありません。また、相互照会に
基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互
照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の
判断の参考とするため利用されることがありますが、そ
の他の目的のために利用されることはありません。照
会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事
項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた
事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定
時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしま
せん。
当社が保有する相互照会事項記載の情報については、
当社が管理責任を負います。契約者、被保険者または
保険金等受取人は、当社の定める手続に従い、相互照
会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相
違している場合には、訂正を申し出ることができます。
また、次のア）～オ）に記載の事由を理由とする場合、当
社の定める手続に従い、当該情報の利用停止または消
去を求めることができます。前記各手続の詳細について
は、当社カスタマーセンター（0120-158-821）にお問
い合わせください。

ア）当社があらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達
成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってい
る場合

イ）当社が不適正な個人情報の利用・取得をしている
場合

ウ）本人が識別される保有個人データを当社が利用す
る必要がなくなった場合

エ）当社が取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損そ
の他の個人データの安全の確保に係る事態であっ
て個人の権利利益を害するおそれが大きい場合

オ）本人が識別される保有個人データの取扱により、
本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがあ
る場合

■

相互照会事項
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を
経過した契約に係るものは除きます。
(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所（市・区・郡まで
とします）

(2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる
保険事故（前記の事項は、照会を受けた日から5年以
内のものとします）

(3)保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名
および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏
名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日
額、各特約内容、保険料および払込方法

「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社
名については、一般社団法人生命保険協会ホームページ
（www.seiho.or.jp/）の「加盟会社」をご参照ください。

「支払査定時照会制度」の最新の内容については、当社ホー
ムページ（www.sonylife.co.jp/policy/information/
introduction/）をご確認ください。

上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険
種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料と
あるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共
済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、
共済掛金と読み替えます。




